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（広告欄）

・介護保険料が増額になったとき

・６５歳になったとき
・老齢（退職）年金・遺族年金・障害年金の
　受給が始まったとき
・他市町村から転入してきたとき

・介護保険料が減額になった
・年金が一時差し止めになった

仮 徴 収 本 徴 収

特別徴収開始月資格取得日（６５歳誕生日前日・転入日） 特別徴収対象者　抽出月

■問合せ　福祉介護課介護保険係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１３

介護保険料の年金から
天引き（特別徴収）について

■問合せ　自衛隊茨城地方協力本部龍ケ崎地域事務所（龍ケ崎市寺後３６２９－５）☎０２９７－６４－３３５１

自衛官等募集案内自衛官等募集案内自衛官等募集案内
受験資格 受付期間 試験期日

１次：９月１６日（月）
２次：１０月１２日（土）～１７日（木）のうち１日
３次：【海】１１月１５日（金）～１２月１１日（水）
　　　【空】１１月９日（土）～１２月１２日（木）

１次：９月１６日（月）
２次：１０月１２日（土）～１７日（木）のうち１日
３次：【海】１１月１５日（金）～１２月１１日（水）
　　　【空】１１月９日（土）～１２月１２日（木）

７月１日（月）
～９月５日（木）
７月１日（月）
～９月５日（木）

１次：９月１４日（土）～２２日（日）のうち１日
２次：１０月１２日（土）～２７日（日）のうち１日
１次：９月１４日（土）～２２日（日）のうち１日
２次：１０月１２日（土）～２７日（日）のうち１日

７月１日（月）
～９月３日（火）
７月１日（月）
～９月３日（火）

受付時にお知らせします受付時にお知らせします

【空】１８歳以上２４歳未満の方
　　　　　　　　　　　（※１）
【空】１８歳以上２４歳未満の方
　　　　　　　　　　　（※１）

【海】１８歳以上２３歳未満の方
　　　　　　　　　　　（※１）
【海】１８歳以上２３歳未満の方
　　　　　　　　　　　（※１）

１８歳以上２１歳未満の方
（自衛官は２３歳未満）（※１）
１８歳以上２１歳未満の方
（自衛官は２３歳未満）（※１）

航空学生航空学生

防衛大学校
学生（一般）
防衛大学校
学生（一般）

１８歳以上３３歳未満の方（※２）１８歳以上３３歳未満の方（※２）一般曹候補生一般曹候補生

自衛官候補生自衛官候補生 １８歳以上３３歳未満の方（※２）１８歳以上３３歳未満の方（※２） 通年通年

１次：１１月２日（土）
２次：１１月３０日（土）～１２月４日（水）のうち１日
１次：１１月２日（土）
２次：１１月３０日（土）～１２月４日（水）のうち１日

７月１日（月）
～１０月１７日（木）
７月１日（月）
～１０月１７日（木）

募集種目

※１…高卒者（見込含）、または高専３年次修了者（見込含）。
※２…３２歳の方は、採用予定月の末日現在、３３歳に達していない方。
この他、７月１日から防衛医科大学校学生も受け付けています。
応募資格年齢の起算日は、募集種目ごとに異なります。それぞれの募集要項で確認してください。

※１…高卒者（見込含）、または高専３年次修了者（見込含）。
※２…３２歳の方は、採用予定月の末日現在、３３歳に達していない方。
この他、７月１日から防衛医科大学校学生も受け付けています。
応募資格年齢の起算日は、募集種目ごとに異なります。それぞれの募集要項で確認してください。

医療機関で特定健診を受けることができます

■問合せ　国保年金課国保係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６

村の総合健診を
受診されていない方は…

●自己負担額　１，２００円
●対象者　国民健康保険被保険者で、４０～７４歳の方
＊令和７年３月３１日までに４０歳に到達する方～７５歳の誕生日前までの方となります。
＊今年度すでに村の総合健診または人間ドック・脳ドックを受診した方、受診予定の方は受診できま
せん。

●受診できる医療機関　県内の一部医療機関（詳細は役場国保年金課までお問い合わせください。）
【村内で受診可能な医療機関】※事前予約が必要です。
　・競馬共助会みほクリニック（美浦村美駒２５００－２）☎０２９－８８５－１８１３
　・美浦中央病院（美浦村宮地５９６）☎０２９－８８５－３５５１
●受診方法　
　①医療機関に電話等で予約してください。
　②受診前に、国保年金課窓口で申請をし、医療機関健診受診券の交付を受けてください。
　③受診当日に、医療機関健診受診券と保険証を持参して受診してください。
●受診可能な期間　令和７年３月３１日（月）まで
※特定健康診査の結果は健診機関を通じて村に報告され、必要に応じて特定保健指導に活用されます。

●自己負担額 １，２００円
●対象者　国民健康保険被保険者で、４０～７４歳の方
＊令和７年３月３１日までに４０歳に到達する方～７５歳の誕生日前までの方となります。
＊今年度すでに村の総合健診または人間ドック・脳ドックを受診した方、受診予定の方は受診できま
せん。

●受診できる医療機関　県内の一部医療機関（詳細は役場国保年金課までお問い合わせください。）
【村内で受診可能な医療機関】※事前予約が必要です。
・競馬共助会みほクリニック（美浦村美駒２５００－２）☎０２９－８８５－１８１３
・美浦中央病院（美浦村宮地５９６）☎０２９－８８５－３５５１

●受診方法
　①医療機関に電話等で予約してください。
　②受診前に、国保年金課窓口で申請をし、医療機関健診受診券の交付を受けてください。
　③受診当日に、医療機関健診受診券と保険証を持参して受診してください。
●受診可能な期間　令和７年３月３１日（月）まで
※特定健康診査の結果は健診機関を通じて村に報告され、必要に応じて特定保健指導に活用されます。


